
職員が新型コロナウイルスに感染した場合の対応について (R2．3.23)

l 主幹部署
■
I感染者の所属部署
||総務課 ・
'|総務課

|感染者の所属部署
|感染者の所属部署

。 取るべき対応
匪匪罰唾訶
口罹患の可能性がある場合には，人事課及び総務課コロナPTに連絡
口幹部ミーティングメンバー，高裁総務課家裁総務課に一報(PCR受検決定時）
□その後収集した情報等についても随時， 関係部署に情報提供

2当骸職頁に次の[玉三画潤麗(XPCR穣蚕嗣
口症状(いつから熱が出ていたか等）
口感染ルート,感染時期として考えられるもの

口直近2週間(感調時期が明らかである場合はそれ以降)の立ち回り先(庁舎内や庁舎周辺など｡3の(1)～(3)の
検討のため） ‐

感染者の所属部署

|感染者の所属部署
|感染者の所属部署
’

口住所(対応する保健所及び区役所等の確認のため）

□PCRの受検日，検査結果が出る見込日

寅査匪罰天罰1に画II調罰需函祠）
談高裁に求意見）(1)濃厚接触者等(職員)関係(※保健所に相談高裁に求意見）

口濃厚接触者の範囲
口濃厚接触者への説明内容説明時期
口在宅勤務命令に当たり必要な措置(命令内容,情報セキュリティ関連の許可等）

|人事課(保健所との窓口）
感染者の所属部署,人事課
|濃厚接触者の所属部署

|人事課(保健所との窓口) ，感染者の所属部薯
|感染者の所属部署

(2)濃厚接触者等(職員以外)関係(※保健所に相談高裁に求意見）
口濃厚接触者の範囲それ以外の要通知者(立ち回り先の官公署等を含む｡）の範囲
口濃厚接触者等への説明内容説明時期,説明者

(3)消毒関係(※保健所に相談高裁に求意見）
口消毒範囲,消毒方法,消毒実施者
口必要物品の調達方法

人事課(保健所との窓口)，経理課用度課
経理課,用度課

(4)職員団体説明関係(※高裁に求意見）

口説明内容
口対応時期

短
一
鐸

(5)報道対応関係(※区役所等と相談高裁に求意見）
口対応内容

口対応時期

鵠
》

(6)関係機関への説明関係(※高裁に求意見）
口関係機関の範囲(弁護士会警視庁,検察庁,拘置所調停協会等）
口説明内容,説明者

口説明時期

総務課
羅崇ヨ

総務課

濃厚接触者の所属部署等
濃厚接触者の所属部署等

濃厚接触者の所属部署等
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厚級閉鎖部署 l口業務実施場所

口必要な措置(応急措置人事発令,ソフトのインストール等）

3で検討した対応を実施 一一

学級閉鎖部署関係部署(総務課人事課等）
。■

■
■(1)濃厚接触者(職員)関係

口濃厚接触者への通知 一
口濃厚接触者(職員以外)への在宅勤務命令
口在宅勤務命令に当たり必要な措置(情報セキュリティ関連の許可等）

１
１
１
１

濃厚接触者の所属部署

(2)濃厚接触者等(職員以外)関係
口濃厚接触者(職員以外)への連絡

一

(3)消毒関係
口必要物品の確保

口消毒の実施

用度課

■
■
犀

（4）職員団体説明,職員説明
口職員団体に対する説明実施
口職員に対する説明実施

I

(5)報道対応関係
口記者レク

ロ個別質問への対応

癖
》

(6)関係機関への説明関係
口説明実施(弁護士会,警視庁,検察庁,拘置所,調停協会等） 総務課説明先の関連部署

(7)一般広報関係
□HPへの掲載掲載

口庁舎への掲示

総務課
総務課

■■|
■■|学級閉鎖部署,関係部署口人員の確保

口場所の確保
口必要な措置(応急措置人事発令,ソフトのインストール等） 岸級閉鎖部署関係部署
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